
実績報告書作成マニュアル（R5.4.28改訂版）

飲食事業者の業態転換支援
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○実績報告書は速やか（１４日以内を目途）にご提出ください。

※業態転換支援（新型コロナウイルス感染症緊急対策）事業実績報告書につきま
しては、記名・押印（申請書へ押印した、印鑑登録してある実印）の上、原本を送付
してください。

※申請書に添付いただく領収書等の支払根拠書類は、必ずコピー（写し）を提出し
てください。 原本につきましては、申請者様ご自身で保管してください。なお、ご提出いた
だいた書類は返却いたしません。ご提出の際は、必ずご確認いただいた上で、送付し
てください。
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実績報告書の作成について

本資料は、「業態転換支援事業 事務の手引き」 P5~7に記載する 「完了報告（実績報告）」 を
より分かりやすくまとめた説明する資料です。作成にあたりご活用ください。

※実績報告書は２部作成し、１部を公社へ郵送、１部は事業者自らが保管いただく必要があります。

※領収書等の支払根拠書類はすべて写し（コピー）を提出してください。



参照書類 交付決定通知書（公社より郵送済）① 実績報告書

転 記

後日、「助成金請求」の際、印鑑証明が必要です。
印鑑証明が取得できる実印を押印ください。

書き方を添付しています。よく読んで記載してください。
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業態転換支援事業助成金交付決定通知書

業態転換支援事業実績報告書

転 記



② 助成事業実施内容および成果 ③ 支払総括表

■助成事業実施期間内に、取得・支払を完了した
経費を記載してください。

■支払証拠書類別紙NOを付与してください。

【別紙添付いただく書類】
・「経費毎に支払確認のとれる書類」
・「写真等の資料」

参照書類 交付決定通知書（公社より郵送済）に記載する
「交付決定番号」を記載してください。

業態転換支援の助成を活用した取組結果
等、以下の空白に記載してください。
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④ 経費毎に支払確認のとれる書類（支払証拠書類）

■納品書 ■請求書 ■振込控

■通帳又は当座勘定照合表（必要な場合）

以下、Ａ+Ｂ（状況に応じて）の書類提出が必要です。※全て写し（コピー）を提出してください。

振込払いの場合

■領収書

現金払いの場合（1取引20万円以下）

※レシート等の場合で、宛名等の必要事項が記載されていない

ときは、申請者ご自身で宛名等の補記を行ってください。

■納品書 ■請求書

■カード会社発行の「ご利用明細書」

■クレジットカード決済口座引落しの預金通帳

※預金通帳は、
①引落しが確認とれる該当ページのコピー
②振込した通帳の口座名義人（カナ表記）が
記載されている箇所のコピーが必要です。

クレジットカード払いの場合

※法人の場合、代表者等のクレジットカードで支
払った際は、法人より支払った者への支払いが
確認できる書類が必要となります。詳細はＰ８
を参照

■納品書（販売会社が発行したもの）

■請求書（販売会社が発行したもの）

■領収書（運送会社が発行したもの）

代引き支払いの場合

■発注の事実・内容（単価、数量、金額等）がわかるもの 例：注文書、請書、契約書等

Ａ（支払方法に応じて必要となる書類）

Ｂ（１取引30万円（税抜）以上の場合、必要となる書類）
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※リボ払い・分割払い等で助成対象期
間中に完済しないものは助成対象とな
りません。



各支払証拠書類の留意点
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納品書 請求書 振込控

通帳 当座勘定照合表

※振込控等で振込先が確認できない等、必要な場合 ※相手方（双方）の記名（自
署）のみの「請求書」を提出す
る場合は、書類の発行元の連絡
先を記載してください。
必要に応じて、記載の連絡先

に確認の連絡をさせていただく
場合があります。

確認ができない場合、当該帳
票について未提出と判断させて
いただく場合があります。



支払方法別の留意点①

①納品書（販売会社発行）、②請求書（販売会社発行）、③領収書（運送会社発行）が必要となります。

①支払方法に応じて必要となる
書類（複数あり）と合わせて、

②右記、発注の事実・内容がわ
かる書類がいずれか必要となり
ます。

注文書（発注書）の写し 請書の写し
１取引30万円（税抜）以上の場合

代引き支払いの場合（全て写し）

現金払いの場合（全て写し）

①領収書が必要となります。領収書をＡ４サイズでコピーし、支払総括表に記載する別紙ＮＯ等の必要事項を余
白に補記してください。なお、領収書が発行できない場合はレシート等でも代替可能です。

レシート等

●●●●ショップ

東京都千代田区神田和泉町●-●-●

2020年4月10日 ●●：●●

▲▲▲▲ 1,500

■■■■ 15,000

小計 35,000

消費税 3,500

合計 38,500

※宛名の記載がない場合
レシート等の場合で、宛名の記載がない場合は、申請者ご
自身で宛名の補記を行ってください。宛名欄がない場合は、
台紙の余白に補記してください。

※費目の内容がわからない場合
品番のみが記載されている等、費目が不明瞭な場合は台

紙の余白に「購入物の品名・内容」等を補記してください。

別紙1

例：テイクアウト用容器（大）200set※領収書に、宛名（申請者名）を補記してください
※税抜きでの表記および税抜き合計の表記がない場合は税抜き金額を補記してください
※費目の内容が分からない場合は台紙の余白に内容を補記してください

別紙1
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No.

様

上記正に領収いたしました。

（名前）〇〇　××

但し　××××

消費税額

℡　03-××××-〇〇〇〇

税別金額 （住所）東京都〇区××

内訳 株式会社○○○

   領   収   書

金額 〇，〇〇〇円

20○○/○○/○○
○○○株式会社

印 収

紙 入

宛 名
領収日

発行者名・連絡先

購入品等の内容、領収金額、消費税額

押印又は発行権者の自署
押印又は発行権者の自署

※相手方（双方）の記名（自署）のみの「請求書」、「領収書」、「注文書」、「請書」を提出する場合は、
書類の発行元の連絡先を記載してください。必要に応じて、記載の連絡先に確認の連絡をさせていただく場
合があります。確認ができない場合、当該帳票について未提出と判断させていただく場合があります。

領収書



支払方法別の留意点②

①納品書、②請求書、③カード会社発行の「ご利用代金明細書」、④クレジットカード決済口座引落しの預金通帳

の写しの提出が必要となります。※①納品書、②請求書に関しての留意点はＰ6をご参照ください。

立替者に振込で支払った場合

クレジットカード払いの場合（全て写し）

（法人口座等の通帳の写し等）

③カード会社発行の「ご利用代金明細書」 ④クレジットカード決済口座引落しの預金通帳の写し

別紙1

※通帳のコピー等を台紙に貼り、余白に「立替者の
氏名」及び「立替額」を補記してください。

※イメージ図

発注

請求

立
替
額
の
請
求

立
替
額
の
支
払
い

法人
（申請者）

代表者
（立替者）

購入先等

※立替払いの場合（法人の代表者等が個人のクレジットカードで立替えした場合等）、立替者への支払確認が証明できる書
類の提出が必要となります（上記④の書類は提出不要）

立替者に現金で支払った場合

別紙1 （領収書）
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No.

様

上記正に領収いたしました。

（名前）〇〇　××

但し　××××

消費税額

℡　03-××××-〇〇〇〇

税別金額 （住所）東京都〇区××

内訳 株式会社○○○

   領   収   書

金額 〇，〇〇〇円

20○○/○○/○○
○○○株式会社

印 収

紙 入

宛 名
領収日

発行者名・連絡先
購入品等の内容、領収金額、

消費税額

※領収書が発行されない場合、レシート等で
の代替可能です。レシート等に宛名、購入品
の内容等の必要事項が記載されていないとき
は、補記してください。また立替者の氏名も
補記してください。
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⑤助成対象経費の取組が確認できる写真等の資料

NO 経費 必要な提出物

１ PR映像制作 動画のサムネイル画像等のキャプチャのコピーまたは、閲覧可能なＵＲＬ

２ WEBサイト等制作 ホームページのキャプチャのコピーまたは閲覧可能なＵＲＬ

３ 広告掲載費 掲載媒体の写し（webの場合は画面コピー）

４ 店舗等内装工事費 工事前の写真と工事完了後の写真

以下の経費に関しては、取得根拠の写真（コピー等でも可）の提出が必要となります。

⑥新たな取組（業態転換）を実施するにあたり必要となる許認可等の証明書（写し）

新たな取組（業態転換）を実施するにあたり、保健所等の許認可が必要となる場合がございます。
新たな許認可の届出、取得等が必要となる場合は、許可書等の写しを添付してください。

写真①-2

完成イメージ

別紙1 ⇐補記してください

写真①

写真①-2

写真①
Ａ
４
サ
イ
ズ
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実績報告書の提出方法

（１） 提出方法

（２） 提出期限

簡易書留等の記録が残る方法で、お送りください。

持参、ＦＡＸ、電子メール等による提出は、受け付けません。

実績報告書は速やか（１４日以内を目途）にご提出ください。

※提出期限より余裕をもってご提出ください。
・提出期限までに揃った必要書類に基づき助成金額を確定します。
・提出書類が不十分な経費についてはそのまま対象外経費として助成金が減額されます。

※実績報告書が届かなかった場合は、助成金の交付ができません。
・提出期限までに実績報告書の提出がない場合は、交付決定を取り消し、助成金を交付
できない可能性がありますので、十分ご注意ください。


